
 児童手当制度改正 フローチャート

はい

   ①（②、③）

０歳から高校生年代までの
児童を養育している

いいえ

現在、秩父市から
児童手当を受給している

はい いいえ

大学生年代の子を養育し、
経済負担（学費、生活費等）がある

※同居別居は問わない
公務員である

いいえ はい いいえ

０歳から大学生年代まで
の子を合わせると
３人以上になる

高校生年代で
別居している児童がいる

勤務先に確認ください
生計の中心者が

秩父市に住民票がある

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

生計の中心者の
住民票のある市町村に

確認ください

② ③

※① … 新規申請書 、 ② … 確認書（大学生年代用） 、 ③ … 別居監護申立書
※高校生年代 … 15歳に達してから最初の4月1日～18歳に達してから最初の3月31日までの間にある児童（H18.4.2～H21.4.1 までの間に生まれた子）
※大学生年代 … 18歳に達してから最初の4月1日～22歳に達してから最初の3月31日までの間にある児童（H14.4.2～H18.4.1 までの間に生まれた子）

はい

手続き不要

手続き不要手続き不要手続き必要 手続き必要手続き必要


